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よいことのために
手を取りあおう

　本日は上野裕己君・中島
卓也君、両名の入会式を執り行いました。共に活動で
きる新しい仲間を迎えることができてとても楽しみで
す。よろしくお願いいたします。
　また、元御殿場ロータリークラブのメンバーで、現在
高松西ロータリークラブに所属されている梶原一正さ
んが久しぶりに来訪されました。以前と変わらないお
元気な梶原さんにお目にかかれてとても光栄でした。
　さてロータリークラブには、姉妹クラブと友好クラブ
というクラブ同士の繫がりがあります。
　まず姉妹クラブです。双子クラブとも呼ばれ、英語
表記ではSister Club / Twin Clubと表現されています。
　ロータリーの国際資料で姉妹クラブは「異なる国の
２クラブが国際理解と親善を促進するために長期的関
係を結ぶもの」と説明されています。以下のような内
容です。
• 公式提携として、２クラブ間で文書（提携証書）を
交わし、長期的な協力関係を結ぶ。
• 国際理解・親善・共同奉仕を目的とし、国際交流が
中心。

• 共同奉仕プロジェクトを行うことが多い。
　提携証書を交わすなどのことから、かなり垣根の高
い２クラブ間の関係となるそうです。
　次に友好クラブですが、
• RI に公式定義がないため、関係の深さや内容はクラ
ブ間で決める。
• 国内クラブ同士でも締結可能。
• 交流の柔軟性が高く、例会訪問・情報交換・親睦活
動など交流方法は多岐にわたる。
• 共同プロジェクトは必須ではない。
　姉妹クラブほど正式、継続的ではないですが、親し
い交流関係を持つクラブを指すことが多いそうです。
　会長職の１年の終わりが見えてきたからと言って、無
責任なことはいえませんが、ロータリークラブ活動のひ
とつの側面として面白いシステムだと思います。
　昨年の暮れ、本年度のガバナー会から日本全国の
ロータリークラブに対して、姉妹クラブ・友好クラブ
に関する情報提供のアンケートのお願いがありました。
結果の案内が届いていなかったので、事務局へ問い合
わせたところ、まだ集計が終わっていない
とのことでした。締め切りは昨年１２月月
初なのに、なんとものんびりしているなぁ、
と思いましたが、いずれにしろ結果は楽し
みです。

第2826回　例会プログラム

会　員　慶　事

●例　会　場／名鉄菜館　●開会点鐘／12：30
●国歌斉唱　●ロータリーソング／四つのテスト
●内　　容／クラブ創立記念日に因んで　神谷高義君

次　回
６月11日の
例　会

★ホテルニューアカオ　
★18：00
★一泊例会　クラブ運営委員会
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5/28の出席報告

※やむを得ず欠席される方は、午前９時50分までにご連絡下さい。

5/28のスマイル11月１日　オープンハウス　　　勝亦敦志君
５月14日　北海道Ｅクラブ　　　小栗幹一君
５月17日　地区大会　　　　　　髙橋隆造君
５月26日　東京ピースウィング　森田義彦君
５月27日　兵庫Ｅクラブ　　　　田代明人君

１年３か月ぶりの再訪です。皆様の健やか
なお顔を拝見してうれしい限りです。今後、
時折、御殿場へ訪問する機会があるそうで
す。今後ともよろしくお願いいたします。
高松西RC　梶原一正君 ビッグスマイル

梶　喜朗 君　神谷高義君　森田義彦君　永木栄太君
根上眞一君　小栗幹一君　髙橋隆造君

会長挨拶は
こちら

●夫人誕生日／井上　元君　ご夫人　浩子様
●皆　出　席／６月１日　勝又安彦君(ロータリー歴20年）
　　　　　　　６月１日　山内　剛君(ロータリー歴20年）
　　　　　　　６月１日　嶋田康一君(ロータリー歴３年）

5/14の
メー
キャップ
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ソングリーダー
勝亦敦志君 新入会員　中島卓也君　上野裕己君

　本日は「新たな活力を創出するまちづくり」と題して、
我々都市計画課が取り組んでいる事業を３つご紹介さ
せていただきますので、お付き合いいただければと思
います。

①「地域の特性に応じたまちづくり」
　その都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区
域に区分されます。
　市街化区域は、「すでに街ができている、または今
後１０年くらいで優先的に街として整備していくエリア」
です。
　一方、市街化調整区域は反対に「街の無秩序な拡
大を防ぐため、建物を建てたり開発したりすることを
原則として制限しているエリア」です。
　市では、市街化区域が約 1,169ha、市街化調整区
域が 10,254ha となっており、圧倒的に市街化調整区
域が多くなっております。
　市では令和４年度に『市街化調整区域における地区
計画適用に関する基本方針』を策定し、市街化調整区
域の一部において住民の生活利便性向上や地域の活性
化を図る取り組みが可能となりました。
　「地区計画」とは、地区の特性を活かしながら、そ
の土地ごとの具体的な利用方針や、小規模な公共施設
（例えば道路や公園）の整備方針をまとめた計画のこ
とです。
　地区計画が適用できるエリアは、基本方針において、
候補エリアが設定されており、原里・玉穂・印野・高
根の支所周辺や工業団地周辺エリアなどが設定されて
おります。

②「ゆとりある居住環境の形成」
　市街化調整区域は原則として市街化を抑制する区域
であり、基本的には一定の条件がなければ宅地開発な
どは行えません。
　しかし、「優良田園住宅制度」を活用することで、条
件を満たした場合に限り、民間事業者などによる宅地
開発が可能になります。
　この制度は、地域の活力を維持するという観点から、
宅地の創出を通じて定住人口の維持を図る取り組みの
一つとして活用されています。
　まず、静岡県との協議をおこなった上で、市が「基
本方針」を策定。御殿場市は平成３１年に策定済みです。
　この基本方針には、「優良田園住宅の建設に関する
市の基本的な方向性や、事業を実施するおおよその土
地の区域」などが定められており、印野地区内と高根
地区内に位置する2箇所を対象区域としています。

③「新たな工業団地の整備について」
　「新たな工業団地の整備について」として、夏刈南部
工業団地と板妻南工業団地をご紹介します。
　市では、市民への雇用機会の創出、地域の活性化、
そして税収の安定確保を目的として、新たな工業用地
の開発計画を進めており、企業誘致を目指し、市（御
殿場市小山町土地開発公社）が整備を推進してきまし
た。
　市では、①県外からの本社機能を移転する企業、②製
造業で特に環境に配慮した製品の製造に取り組む企
業、③魅力あふれる市内企業と連携して、可能性を伸ば
していける企業の誘致を推し進めているところです。 
　
④むすび
　ここまで都市計画課で取り組んでおります事業につい
てご紹介をさせていただきました。　
　今後も御殿場市では地域特性を最大限に活かしなが
ら、皆さまと共に未来のまちづくりを進めてまいります。
　引き続き、皆さまのご支援・ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

新たな活力を創出するまちづくり

福 島 善 典 様

御殿場市役所　
都市建設部都市計画課　
課長補佐


